
三鷹市 生活保護受給者特定福祉用具購入申請フロー 

 

生活保護受給中の利用者が、特定福祉用具購入費の支給を受ける際は、以下の手順に従って

ご申請いただく必要があります。 

また、支給方法は、原則、受領委任払いとなりますので、ご注意ください。 

 

※40歳～65歳未満の方かつ生活保護受給者の方（みなし２号）の申請については、 

介護保険課介護給付係ではなく、生活福祉課福祉給付係にお問い合わせください。 

 

 

生活福祉課 

（担当ケースワーカー） 

（請求は福祉給付係） 

福祉用具販売事業者 

介護保険課 

介護給付係 
利用者 

② 購入可否の事前確認 

福祉用具の購入前に、必ず電話等

でご連絡ください。 

購入履歴をお調べし、購入可否に

ついて回答します。 

① 

購
入
希
望
の
確
認 

③納品 

（納品日＝購入日） 

納品前に、ケースワーカー

に必ず連絡してください。 

④ 

公
費
請
求 

介護給付係に提出予定の書類（申請

書とカタログ）のコピーを添えて、請

求します。 

介護給付係へ②の購入可否の事前確

認済みである旨を、担当ケースワー

カーにお伝えください。 

⑤ 

１
割
分
入
金 

入金が完了したら、利用者本人の氏名宛て

で領収書を発行してください。 

⑥ 申請書提出 

      （１割分の 

領収書を添付） 

⑦ ９割分支給 

申請日の翌々月に、指定の銀

行口座へ振り込みます。 


